
 

 

 

 

 

― 次 第 ― 

 

１ 開    会    

 

 

２ あ い さ つ 

 

 

３ 議    事    

（１） 審査事項 

① 市民まちづくり提案事業協働事業部門（行政提案型事業）交付申請団体の審

査について【資料１】【資料２】 

 

（２） 協議事項 

① 委員会における調査・審議の内容について【資料３】 

 

４ 報告事項 

① 審査結果報告 

② 平成 28年度事業の実績について 

 

５ その他 

  

６ 閉 会 

 

 

第３回 鳥取市市民自治推進委員会 

 

日時 平成２９年８月１日（火）10:00～正午 

場所 市役所本庁舎 ４階第４会議室 



第３回鳥取市市民自治推進委員会 

 

配付資料一覧 

【H29.8.1（火）】 

資料番号 資料のタイトル 

 
平成２９年度 鳥取市市民まちづくり提案事業【協働事業部門（行政提案

型事業）】公開面接審査会 次第 

資料１ 
平成２９年度 鳥取市市民まちづくり提案事業【協働事業部門（行政提案

型事業）】審査会資料 

資料２ 
平成２９年度 鳥取市市民まちづくり提案事業【協働事業部門（行政提案

型事業）】審査会資料 別冊（参考資料） 

資料３ 調査・審議の検討について 

 



調査・審議の検討について 

・これまでの経過 

第１回委員会（H29.4.28） 

市民自治推進委員会では、参画と協働のまちづくりの推進に関する事項について調査

及び審議を行うため、「参画と協働のまちづくりフォーラム」の開催を予定していました。

このことについて協議いただき、フォーラムの内容（調査・審議の対象やその手法等）

について第２回委員会までに各委員にアンケート調査を行うこととなりました。 

 

第２回委員会（H29.6.27） 

アンケートの集計結果、現時点における鳥取市の考え方※をもとに協議いただいた結果

は以下のとおりです。 

・調査・審議の対象は主に“まちづくり協議会”と“地区公民館の役割”について 

・２９年度中はフォーラムの開催という手法にこだわらない 

・他市の事例を把握するため“先進地視察”や“有識者を招く”  

 

 

 

※現時点における鳥取市の考え方 

 

○「協働のまちづくりガイドライン」と「地区公民館の活用の基本方針」の考え方 

「協働のまちづくりガイドライン」と「地区公民館の活用の基本方針」は、多くの地域

が抱えている課題を市と地域が一緒に解決するための方向性を示すものです。自治会、

まちづくり協議会、地区公民館それぞれの役割や機能を整理することが重要です。 

 

○検討の進め方 

■ＳＴＥＰ１ 意見交換  

地域特性や課題の把握、あるべき姿などについて地域と意見交換を行います。その

中で考え方をすり合わせ、新たな取り組みの可能性などについても話し合います。 

■ＳＴＥＰ２ モデル的な取り組みと検証 

   意見交換の結果や他都市の事例などを踏まえ、希望される地域でモデル的な取り組

みを行います。モデル的な取り組みは、随時検証を行い、あり方の検証に生かします。 

■ＳＴＥＰ３ 運用と改善 

   意見交換やモデル的な取り組みを経て、「協働のまちづくりガイドライン」と「地区

公民館の活用の基本方針」を策定します。策定後も継続して意見交換や取り組みの検

証を行い、時代に即したものとなるよう随時見直します。 

資料３ 



今後の調査方法等について 

 

①先進地の視察 

豊岡市、雲南市など 

何班かに分かれてマイクロバスで視察へ 

持ち帰って委員会で報告 

 

②勉強会 

先進地から講師に来てもらう 

  対象は委員のみ、もしくはまちづくり協議会や公民館等関係者も含める 

 

 


